
　

　

　地域ブランド化の取組は、地域の特性を活かし付加価値を付けて、特徴あるものや品質の高いものを販売
し、消費者の支持・信頼を得ることにより、地域の農林水産業・食品産業の競争力強化や地域活性化につな
がるものであり、地域ブランドを確立し守るためには、知的財産権を活用することも重要です。
　一方、農林水産分野においては、地域ブランドの形成手法や知的財産権を活用することの認識は必ずしも
高いとは言えない状況です。
　このため、地域ブランド化に取り組まれている取組主体の事例紹介等を通じて、地域ブランド化への支援
を行うため、シンポジウムを開催します。
　あわせて、シンポジウム終了後に、地域ブランド化に取り組まれている（今後取り組む予定）方や取り組
んでいるがうまくいかない等のお悩みをお持ちの方を対象とした個別相談（事前予約制）を実施します。
　この機会に、是非、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

（食と農林水産業の地域ブランド協議会　地域ブランドアドバイザー）
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大阪府大阪市福島区福島5-4-21　TKPゲートタワービル

農林水産省近畿農政局

開　　　会

全体質疑・
　意見交換

講　　　演

事例紹介

※「地域ブランド」の解説とともに、地域ブランド形成過程でのポイントや知的財産権の
活用のポイント等について解説いただきます。

13:４0

※ブランド化のきっかけ、販売戦略、生産・出荷管理、品質・名称の管理、知的財産権の
活用等のポイントとなった取組を紹介いただきます。

個別質問・相談



相談概要（どのような取組をしており、何に困っているか等）希望する助言者（いずれかに○をつける）

④どなたでもよい

③元特許流通アドバイザー　田所義雄 氏

②（有）NBSI　石丸康平 氏

①アルカディア知財事務所　垣木晴彦 氏

地域ブラン ドシンポジウム 会場ご案内

大阪梅田ビジネスセンター
　カンファレンスルーム　１６B
　　　大阪府大阪市福島区福島５－４－２１
　　　　　　　　　　　　　TKPゲートタワービル
　　　tel:06-4797-6610

●ＪＲ「大阪駅」・阪急「梅田駅」・阪神「梅田
駅」
　　・地下鉄四つ橋線「西梅田駅」の地下街を
　通って　6-2番　出口より徒歩３０秒

●JR「福島駅」徒歩２分
●阪神線「福島駅」徒歩５分
●JR東西線「新福島駅」徒歩５分

問 い 合 わ せ ・ 申 込 先

近畿農政局生産経営流通部農産課　　担当：中田・西野
　〒602-8054　京都市上京区西洞院通リ下長者町下ル丁子風呂町
　　○tel：０７５-４１４-９０２１（農産課直通）　　　fax：０７５-４１４-９０３０

参加を希望される方は、３月１２日（木）までに、お名前・ご連絡先等、必要事項を記入の上、ファックスで
お送り下さい。

注：①各助言者とも３０分ずつ２組までとさせていただきます。申込多数の場合、ご希望に添えないこともあります。
     ②助言者と調整後、参加できる方には予約票を送付しますので、当日持参してください（参加できない場合にもその旨ご連絡します）。

ふ　り　が　な
お　　名　　前

ご　連　絡　先
電話　・　ＦＡＸ

所属（団体名）又は
住所（市町村名まで）

○送信先　　FAX：０７５－４１４－９０３０（近畿農政局農産課）

◆個別相談をご希望の方は、下欄にもご記入下さい。◆

注：①定員を超えたために参加いただけない場合のみ、こちらからご連絡します。
     ②申込みに係る個人情報につきましては、本シンポジウムの運営以外では使用しません。


